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証券コード　8119
平成29年６月６日

株　主　各　位
東 京 都 台 東 区 寿 四 丁 目 １ 番 ２ 号

代表取締役
社　　　長 小 林 敬 幸

第68回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通
知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表
示され、平成29年６月28日（水曜日）午後５時30分までに到着するようにご送付くださいますよう
お願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都墨田区横網一丁目６番１号

第一ホテル両国　５階　北斎
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第68期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

２．第68期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
　第１号議案
　第２号議案
　第３号議案

監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定
の件

以　上
　１．株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正すべき事情が生じた

場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sanyeicorp.com/）において、
修正後の事項を掲載させていただきます。

　２．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

　３．ご出席いただいた株主様には、お帰りの際にお土産をご用意しております。なお、ご提出の議
決権行使書の枚数にかかわらず、ご出席の株主様お一人に対し１つとさせていただきますので、
何卒ご了承いただきますようお願い申しあげます。

－ 1 －

表紙
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（添付書類）

事　　業　　報　　告
(平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀による経済・金融支援策を背景に、企業収益
や設備投資は底堅さを維持し、また、雇用・所得環境の改善が進む中、個人消費にも改善の兆しが
見られ始めるなど、緩やかな景気回復基調が続きました。一方、海外情勢においては、中国を始め
とする新興国経済の減速懸念、混迷する中東情勢、英国のEU離脱決定や米国新政権の政策内容への
懸念など、先行き不透明な状況が継続しました。

こうした状況下、当連結会計年度の連結売上高につきましては、前期比0.7％増加の497億8千5
百万円となりました。

利益面につきましては、売上高は微増となったものの、売上総利益率が改善したことから、売上
総利益は前期比10億2千9百万円増加の139億5千9百万円となりました。営業利益につきましては、
販管費比率は増加したものの、販管費の増加額が売上総利益の増加額を下回ったことから、前期比
3億4千3百万円増加の27億4百万円となりました。経常利益につきましては、円高による為替予約
の実現損の計上はありましたが、前期比1千2百万円増加の24億3千6百万円となりました。親会社
株主に帰属する当期純利益につきましては、一昨年９月末に発生した子会社台北事務所火災事故に
係る最終損失額やブランド販売子会社における商品自主回収費用といった特別損失の計上などによ
り、前期比7百万円減少の14億2千8百万円となりました。

セグメント別の業績は次のとおりです。

（家具・家庭用品事業）
当報告セグメントの売上高は、前期比9.3％増加の274億3千1百万円となりました。OEM事業で

は、国内向けの売り上げが家具・家庭用品ともに堅調に積み上がりました。一方、海外向けについ
ても、欧州向け家庭用品の売り上げが大幅に増加した結果、海外向け売り上げ全体で増加となりま
した。ブランド事業においては、ドイツブランド「ＷＭＦ（ヴェーエムエフ）」や「Ｓｉｌｉｔ（シ
リット）」等の高級キッチンウェアを販売するヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱の
売り上げが増加しました。また、家具・インテリアのネットショップ「ＭＩＮＴ（ミント）」の売
り上げも順調に拡大しました。セグメント利益については、売上高の増加に加えて売上総利益率の
改善もあり、前期比12億4千2百万円増加の22億7千4百万円となりました。

－ 2 －

事業の経過およびその成果
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（服飾雑貨事業）
当報告セグメントの売上高は、前期比6.5％減少の135億6千9百万円となりました。国内向け海

外向けともに売り上げが減少した結果、OEM事業の売り上げは減少となりました。ブランド事業に
おいては、ドイツのコンフォートシューズブランド「ＢＩＲＫＥＮＳＴＯＣＫ（ビルケンシュトッ
ク）」等を販売する㈱ベネクシーの売り上げが前年実績を下回った一方、ベルギー発のプレミアム・
カジュアルバッグブランド「Ｋｉｐｌｉｎｇ（キプリング）」を販売する㈱Ｌ＆Ｓコーポレーショ
ンの売り上げは微増となりました。セグメント利益については、売上総利益率は改善したものの、
売上高の減少に加えて、ブランド販売子会社において不動産賃借料や広告宣伝費などの販管費が増
加したことから、前期比4億5千3百万円減少の7億1千6百万円となりました。

（家電事業）
当報告セグメントの売上高は、前期比7.5％減少の60億8千4百万円となりました。OEM事業で

は、国内向け小物生活家電の売り上げが減少しました。また、三發電器製造廠有限公司の売り上げ
は前年実績を下回りました。ブランド事業においては、「Ｖｉｔａｎｔｏｎｉｏ（ビタントニオ）」
ブランドの調理家電の売り上げ増により、㈱ｍｈエンタープライズの売り上げが微増となりました。
セグメント利益については、売上高の減少に加えて、売上総利益率が低下したこと、ブランド販売
子会社において商品開発費などの販管費が増加したことから、前期比4億5千8百万円減少の2億3千
5百万円となりました。

セグメント別売上状況

セ グ メ ン ト の 名 称 売 上 高 構 成 比 前 期 比

家 具 ・ 家 庭 用 品 事 業 27,431百万円 55.1％ 9.3％

服 飾 雑 貨 事 業 13,569百万円 27.3％ △6.5％

家 電 事 業 6,084百万円 12.2％ △7.5％

報 告 セ グ メ ン ト 計 47,085百万円 94.6％ 1.9％

そ の 他 2,699百万円 5.4％ △16.2％

合 計 49,785百万円 100.0％ 0.7％

－ 3 －

事業の経過およびその成果
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⑵　資金調達の状況
　主要取引銀行から供与された借入枠の範囲内で運転資金等を調達しております。なお、「流動
性の確保」「金利上昇リスクのヘッジ」等を目的に長期借入金も実行しております。

⑶　設備投資等の状況
　当連結会計年度における設備投資額は5億1千1百万円で、この主たるものは、新店舗内装工事
および金型投資等であります。

⑷　対処すべき課題
当社は、平成28年10月に創業70周年を迎えました。100年企業を見据えて、今後、中期的な

経営戦略を遂行するにあたっては、次のような課題があります。
【営業面の強化に関わる課題】

当社グループでは事業部制を採用し、現在、家具事業部、家庭用品事業部、服飾雑貨事業部、
家電事業部という４つの事業部で組織されています。各事業部は、それぞれOEM事業およびブラ
ンド事業から構成され、当社グループ各社についても、ブランド事業として、いずれかの事業部
組織の一員となっています。
①各事業部の共通の課題としては、ローコストオペレーションによる筋肉質な組織の構築と、

OEM事業およびブランド事業の適正な事業構成を目指しています。当社グループ全体から見
たOEM事業とブランド事業の構成比率は、現状、ほぼ３対１となっていますが、安定した収益
基盤を確保するために、各事業部におけるブランド事業を一層拡大させ、ブランド事業が当社
グループの連結売上高に占める割合を４割程度まで引き上げることを通じて、各事業部がそれ
ぞれ年間売上高100億円規模の事業を構築するとともに、安定的な収益力を確立してまいりま
す。

②OEM事業の課題としては、企画開発から生産、品質管理、納品までのプロセスに関して、顧客
満足度の高い強固なサプライチェーンを構築することを通じて、調達・供給力の強化を図るこ
とであります。

③当社グループは連結売上高の約３割が㈱良品計画に対するOEM取引の売り上げとなっており
ます。当社といたしましては、引き続き当社グループのビジネスモデルを有効に活用できる同
社とのOEM取引の拡充に努める一方で、国内外において新たなOEM取引先の開拓を積極的に
追求し、具体的な成果を求めていく所存です。

④ブランド事業の課題としては、本質にこだわった秀逸かつ多様なブランドポートフォリオを構
築し、マーケティング力・販売力を強化することで、安定的かつ高い収益力を目指すこととし
ています。

－ 4 －

事業の経過およびその成果、対処すべき課題
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⑤当社グループとしては、100年企業を見据えた中長期的課題として、５つ目の事業部の確立を
目指しており、ペットビジネスを含めて、新たな事業開発にも積極的に取り組む所存です。

⑥当社グループは輸出入取引に付随し様々な為替相場の変動リスクに晒されています。為替リス
クの管理手法として、為替予約による機動的なリスクヘッジ体制を維持するとともに、営業面
からの抜本的な対応策として、海外間取引の拡充による外貨建ビジネスを増やし、国内：海外
の比率を１：１に近づけることを通じて、経営基盤の安定化を図ります。

【管理面の強化に関わる課題】
①当社グループは、将来に亘る継続的安定的な業容拡大のため、人材も重要な資産と捉えており

ます。今後とも、優秀な人材の安定的な確保に努めるとともに、教育・研修制度を充実させて
社員教育・研修機会の創出・拡大を図ることで、経営環境の変化にも柔軟に対応できる次世代
リーダーの人材育成に積極的に取り組んでまいります。

②当社グループでは、グループ全体として、財務管理体制やリスク管理体制を強化していくため、
業務基盤システムの高度化に取り組みます。

③グローバルに展開する事業部制の運営効率化を管理面から一層支援するため、本部の管理体制
についてもグローバル化に取り組みます。

④当社は、平成27年６月に監査等委員会設置会社に移行するとともに、複数の社外取締役を選任
いたしました。今後は、監査等委員会設置会社のメリットを活かし、取締役会の監督機能を高
めることを通じて、迅速・果断な意思決定ができる「攻めのガバナンス」に向けた経営基盤の
強化に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげ
ます。

－ 5 －

対処すべき課題
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⑸　財産および損益の状況の推移
①　企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分 平成25年度
第65期

平成26年度
第66期

平成27年度
第67期

平成28年度
第68期

（当連結会計年度）
売 上 高 39,890百万円 44,454百万円 49,415百万円 49,785百万円
経 常 利 益 485百万円 1,018百万円 2,423百万円 2,436百万円
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期
純 利 益

458百万円 580百万円 1,435百万円 1,428百万円

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 195.72円 247.25円 606.23円 598.64円

総 資 産 17,412百万円 20,721百万円 23,047百万円 23,057百万円
純 資 産 8,759百万円 10,055百万円 11,054百万円 12,807百万円
１ 株 当 た り
純 資 産 3,690.75円 4,228.60円 4,610.85円 5,319.98円

(注)　１株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。なお、自己株式数を除いて
算出しております。

②　当社の財産および損益の状況の推移

区 分 平成25年度
第65期

平成26年度
第66期

平成27年度
第67期

平成28年度
第68期

（当事業年度）
売 上 高 20,670百万円 21,051百万円 24,342百万円 24,399百万円
経 常 利 益 815百万円 523百万円 634百万円 1,742百万円
当 期 純 利 益 1,532百万円 331百万円 323百万円 1,372百万円
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 654.51円 141.29円 136.39円 575.39円

総 資 産 12,337百万円 14,125百万円 16,226百万円 16,665百万円
純 資 産 7,458百万円 8,239百万円 8,243百万円 9,838百万円
１ 株 当 た り
純 資 産 3,140.75円 3,461.97円 3,434.68円 4,084.31円

(注)１株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。なお、自己株式数を除いて算
出しております。

－ 6 －

財産および損益の状況の推移
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⑹　重要な子会社の状況　（平成29年３月31日現在）

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

㈱ ベ ネ ク シ ー 90百万円 100.0％ ドイツのコンフォートシ
ューズの輸入販売

㈱ ペ ピ カ 100百万円 100.0％
(6.0％)

ペットおよびペット関連
用品の小売・関連サービス

T R I A C E  L I M I T E D
（ 香 港 ）

ＨＫ＄
15,000千 100.0％ 生活関連用品の輸出入

三 發 電 器 製 造 廠 有 限 公 司
（ 香 港 ）

ＨＫ＄
25,000千

100.0％
(100.0％)

家電OEM製品・ODM製
品・自社製品の輸出

三發電器制品(東莞)有限公司
（ 中 国 ）

ＲＭＢ
16,693千

100.0％
(100.0％)

家電OEM製品の製造、家
電ODM製品・自社製品の
開発・製造

（注）１．出資比率の（　）内数字は、子会社が所有する比率であります。
２．平成28年８月31日付で、㈱ペットランドは、商号を㈱ペピカに変更いたしました。

⑺　主要な事業内容　（平成29年３月31日現在）
　当社グループは、当社および子会社17社で構成されており、国内・海外拠点ともに生活関連用
品事業を主たる業としております。

　当社グループの営む主要な事業内容は、次のとおりです。

事 業 主 要 な 事 業 内 容

家 具 ・ 家 庭 用 品
リビング家具、ダイニング家具、子供用家具等の企画・輸出輸入販
売
キッチン関連用品、インテリア用品、収納用品等の企画・輸出輸入
販売

服 飾 雑 貨
服飾雑貨等の企画・輸出輸入販売
ドイツのコンフォートシューズの輸入販売
ファッションバッグ等の輸入販売

家 電 理美容家電、調理家電、家事家電等の企画・輸出輸入販売
OEM製品の製造・輸出、ODM製品・自社製品の開発・製造・輸出

そ の 他
ペット関連用品の企画・輸出輸入販売、ペットショップの運営、動
物病院の運営
輸送資材・生活雑貨等の企画・販売、業務代行業務、労働者派遣、
リエゾン活動他

－ 7 －
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⑻　主要な営業所　（平成29年３月31日現在）
①　当社

本 店 東京都台東区

支 社 東京都台東区

事 業 所 福岡県大川市

店 舗 東京都品川区

②　子会社
ヴェーエムエフ　ジャパン　コンシュ
ーマーグッズ㈱ 東京都台東区、〔店舗〕全国３か所

㈱ベネクシー 東京都港区、〔店舗〕全国62か所

㈱Ｌ＆Ｓコーポレーション 東京都台東区、〔店舗〕全国11か所

㈱mhエンタープライズ 東京都台東区

㈱エス・シー・テクノ 東京都台東区

㈱ペピカ 千葉県市川市、〔店舗〕首都圏７か所、〔動
物病院〕千葉県松戸市

㈱リリーベット 千葉県市川市、〔動物病院〕埼玉県さいたま
市

㈱サムコ 東京都台東区

三栄興産㈱ 東京都台東区

TRIACE LIMITED
香港・九龍、中国・広州市、大連市、青島市、
上海市、深圳市、台湾・台北市、ベトナム・
ホーチミン市、インドネシア・ジャカルタ市

三栄洋行有限公司 香港・九龍

三發電器製造廠有限公司 香港・九龍

三栄貿易(深圳)有限公司 中国・深圳市、東莞市

三曄国際貿易(上海)有限公司 中国・上海市

－ 8 －

主要な営業所
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三發電器制品(東莞)有限公司 中国・東莞市

SANYEI CORPORATION (MALAYSIA) SDN. BHD. マレーシア・クアラルンプール市

SANYEI (DEUTSCHLAND) G.m.b.H ドイツ・デュッセルドルフ市
(注)平成28年８月31日付で、当社の連結子会社である㈱ペットランドは、商号を㈱ペピカに

変更いたしました。

⑼　従業員の状況　（平成29年３月31日現在）
①　企業集団の従業員数

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

660名 43名（増）
（注）上記の従業員のほかに、臨時従業員を年間平均700名雇用しております。

②　当社の従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

男 性 61名 4名（減） 44歳2か月 13年8か月

女 性 27名 1名（増） 35歳8か月 7年8か月

合 計 88名 3名（減） 41歳6か月 11年10か月
（注）１．従業員には、使用人兼務取締役３名および国内・海外への出向者34名は含んでおり

ません。
２．上記の従業員のほかに、契約社員59名を雇用しております。

⑽　主要な借入先および借入額　（平成29年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,225百万円

㈱ 三 井 住 友 銀 行 875百万円

㈱ み ず ほ 銀 行 400百万円

－ 9 －
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２．会社の株式に関する事項　（平成29年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 普通株式 8,800,000株
⑵　発行済株式の総数 普通株式 2,552,946株 （自己株式165,514株を含む）
⑶　当事業年度末日の株主数 3,046名
⑷　大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

三 栄 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 取 引 先 持 株 会 119千株 4.99％

㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 114千株 4.78％

東 銀 リ ー ス ㈱ 111千株 4.67％

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ フ レ ン ド 証 券 ㈱ 75千株 3.15％

水 谷 裕 之 66千株 2.79％

㈱ 三 井 住 友 銀 行 63千株 2.64％

綜 通 ㈱ 49千株 2.08％

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 ㈱ 49千株 2.06％

三 栄 グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 49千株 2.06％

三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 42千株 1.76％
（注）１．当社は、自己株式を165,514株保有しておりますが、上位10名の株主からは除外し

ております。
２．持株数は、表示単位未満を切捨てて表示しております。
３．持株比率は、自己株式165,514株を除いて算出しております。また、小数点第３位

を四捨五入して表示しております。

－ 10 －
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３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

名称 第1回新株予約権 第2回新株予約権 第3回新株予約権
保有人数および新株予約権の数
当社取締役(監査等委員を除く)
当社取締役(監査等委員)

1名　　5個
－

1名　　4個
－

1名　　4個
－

新株予約権の目的となる株式の種類 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式
新株予約権の目的となる株式の数
（新株予約権1個につき200株） 1,000株 800株 800株

権 利 行 使 期 間 平成17年 7 月 1 日から
平成47年 6 月30日まで

平成18年 8 月 2 日から
平成48年 8 月 1 日まで

平成19年 8 月 2 日から
平成49年 8 月 1 日まで

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 値
（ 1 株 当 た り ）

1円 1円 1円

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注） （注） （注）

名称 第4回新株予約権 第5回新株予約権 第6回新株予約権
保有人数および新株予約権の数
当社取締役(監査等委員を除く)
当社取締役(監査等委員)

3名　　18個
－

3名　　29個
－

3名　　18個
－

新株予約権の目的となる株式の種類 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式
新株予約権の目的となる株式の数
（新株予約権1個につき200株） 3,600株 5,800株 3,600株

権 利 行 使 期 間 平成20年 8 月 2 日から
平成50年 8 月 1 日まで

平成21年 8 月 4 日から
平成51年 8 月 3 日まで

平成22年 8 月 3 日から
平成52年 8 月 2 日まで

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 値
（ 1 株 当 た り ）

1円 1円 1円

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注） （注） （注）

－ 11 －
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名称 第7回新株予約権 第8回新株予約権 第9回新株予約権

保有人数および新株予約権の数
当社取締役(監査等委員を除く)
当社取締役(監査等委員)

3名　　19個
－

4名　　23個
－

4名　　16個
－

新株予約権の目的となる株式の種類 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式

新株予約権の目的となる株式の数
（新株予約権1個につき200株） 3,800株 4,600株 3,200株

権 利 行 使 期 間 平成23年 8 月 2 日から
平成53年 8 月 1 日まで

平成24年 8 月 2 日から
平成54年 8 月 1 日まで

平成25年 8 月 2 日から
平成55年 8 月 1 日まで

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 値
（ 1 株 当 た り ）

1円 1円 1円

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注） （注） （注）

名称 第10回新株予約権第11回新株予約権第12回新株予約権

保有人数および新株予約権の数
当社取締役(監査等委員を除く)
当社取締役(監査等委員)

4名　　21個
－

7名　　25個
－

7名　　23個
－

新株予約権の目的となる株式の種類 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式 当 社 普 通 株 式

新株予約権の目的となる株式の数
（新株予約権1個につき200株） 4,200株 5,000株 4,600株

権 利 行 使 期 間 平成26年 8 月 4 日から
平成56年 8 月 3 日まで

平成27年 8 月 4 日から
平成57年 8 月 3 日まで

平成28年 8 月 2 日から
平成58年 8 月 1 日まで

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 値
（ 1 株 当 た り ）

1円 1円 1円

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注） （注） （注）

－ 12 －
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⑵　当事業年度中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況
名称 第12回新株予約権

交付人数および新株予約権の数
当社執行役員
当社参与

2名　　4個
2名　　4個

新株予約権の目的となる株式の種類 当 社 普 通 株 式

新株予約権の目的となる株式の数
（新株予約権1個につき200株） 1,600株

権 利 行 使 期 間 平成28年 8 月 2 日から
平成58年 8 月 1 日まで

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換え
に払込みは要しない

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 値
（ 1 株 当 た り ）

1円

新 株 予 約 権 の 主 な 行 使 条 件 （注）

（注）１．新株予約権の主な行使条件は、以下のとおりです。
・取締役は当社の取締役退任日の翌日から、執行役員および参与は従業員退職日の翌日から、

それぞれ10日を経過する日までの期間に限り行使できる。
・新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
・その他の新株予約権の行使条件については、当社と対象取締役および執行役員、参与との

間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。
２．平成25年10月１日付で普通株式５株につき１株の株式併合を行いました。株式併合に伴

い、新株予約権の目的となる株式数は新株予約権１個につき200株となりました。

－ 13 －
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４．会社役員に関する事項　（平成29年３月31日現在）
⑴　取締役の氏名等

氏 名 地 位 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

小 林 敬 幸 代表取締役社長

村 瀬 　 司 常 務 取 締 役 営 業 本 部 長
家庭用品事業部長 TRIACE LIMITED董事長

清 水 誠 二 常 務 取 締 役
管 理 本 部 長
チーフ･コンプライアンス･オ
フ ィ サ ー （ Ｃ Ｃ Ｏ ）

柴 田 　 渉 取 締 役 ㈱ベネクシー代表取締役社
長

佐 野 雅 彦 取 締 役 営業本部副本部長
服飾雑貨事業部長

佐久間　幹　博 取 締 役 営 業 本 部 長 補 佐
家 電 事 業 部 長

㈱mhエンタープライズ取締
役会長
三發電器製造廠有限公司董事
長
三發電器制品(東莞)有限公
司董事長

田 山 敬 一 取 締 役 関 連 事 業 本 部 長
社 長 室 長

三曄国際貿易(上海)有限公
司董事長
三栄貿易(深圳)有限公司董事
長

樋 口 　 功 取 締 役
(監 査 等 委 員 ・ 常 勤 )

今 井 靖 容 取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

日本放送協会関連団体事業
活動審査委員会外部委員
㈱J-オイルミルズ社外取締役

水 上 　 洋 取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

エレマテック㈱社外監査役
GMOクラウド㈱社外取締役
(監査等委員)
D.A.コンソーシアムホールディ
ングス㈱社外監査役

（注）１．取締役(監査等委員)今井靖容氏および取締役(監査等委員)水上洋氏は、社外取締役
であります。

２．取締役(監査等委員)樋口功氏は、長年にわたり当社の財務部に在籍し、経理・財務
業務に携ってきた経験があります。また、取締役(監査等委員)今井靖容氏は、公認
会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており
ます。

－ 14 －
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３．取締役(監査等委員)水上洋氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程
度の知見を有しております。

４．当社は、報告の受領や会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集その他
監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置い
ております。

５．当社は、取締役(監査等委員)今井靖容氏および取締役(監査等委員)水上洋氏を、東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

６．当社は、社外取締役として有能な人材を迎えられるよう、また、期待される役割を
十分に発揮できるよう、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結することができる旨を定款に定めております。当該定款の定めに基づき、当社と、
取締役(監査等委員)今井靖容氏および取締役(監査等委員)水上洋氏とは、会社法第
427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しております。

⑵　取締役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

監 査 等 委 員 で な い 取 締 役 8 名 142 百万円

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

 3 名
(2 名)

20 百万円
(12 百万円)

合 計 11 名 163 百万円
（注）１．上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まれておりません。
３．監査等委員でない取締役の報酬限度額は、平成27年６月26日開催の第66回定時株

主総会において年額２億円以内（ただし、使用人兼務取締役に対する使用人部分の
給与は含まない。）と決議いただいております。また、当報酬限度額とは別枠とし
て、監査等委員でない取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約
権に関する報酬額につき、平成27年６月26日開催の第66回定時株主総会において
年額２千５百万円以内と決議いただいております。

４．監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年６月26日開催の第66回定時株
主総会において年額４千万円以内と決議いただいております。

５．支給額には、以下のものも含まれております。
・役員賞与

監査等委員でない取締役　7 名　　45 百万円
・ストックオプションによる報酬額

監査等委員でない取締役　7 名　　13 百万円
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⑶　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

地　位 氏　名 重要な兼職の状況 当社との関係

社外取締役
(監査等委員) 今井靖容

日本放送協会関連団体事業活
動審査委員会外部委員
㈱J-オイルミルズ社外取締役

特別の関係はありません。

社外取締役
(監査等委員) 水上　洋

エレマテック㈱社外監査役
GMOクラウド㈱社外取締役
(監査等委員)
D.A.コンソーシアムホールデ
ィングス㈱社外監査役

特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
地　位 氏　名 取締役会

出席回数
監査等委員会

出席回数 発言状況

社外取締役
(監査等委員) 今井靖容 12回／12回 12回／12回

取締役会において、公認会計士
としての専門的知識と経験か
ら、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発
言を行っております。また、監
査等委員会において、経営全般
ならびに専門的見地から適宜
必要な発言を行っておりま
す。

社外取締役
(監査等委員) 水上　洋 10回／12回 12回／12回

取締役会において、弁護士とし
ての専門的な知識と経験か
ら、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発
言を行っております。また、監
査等委員会において、経営全般
ならびに専門的見地から適宜
必要な発言を行っておりま
す。

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款の規定に基づき取
締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
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５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

　　　優成監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 27百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額 27百万円

（注）１．当社の海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士の監査を受けております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま
せんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

⑶　監査等委員会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
　監査等委員会は、会計監査人および社内関係部署からの資料の入手および報告の聴取を通じて、
会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容および報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会
計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項および第３項の同意を行っております。

⑷　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑸　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員
会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の他、会計監査人の
職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会
に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６．会社の体制および方針
⑴　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制

　当社グループは、コンプライアンス経営（法令遵守および企業倫理の確立等）を基本とし、当
社の取締役および使用人、子会社の取締役および使用人 (以下、「当社グループの従業者」とい
う。)が法令、定款その他の社内規定および企業倫理等を遵守した行動をとるための規範や行動基
準として「三栄コーポレーショングループ企業行動指針」を定める。その目的を達成するためグ
ループ全体を対象とするコンプライアンス規定を制定、同規定に基づき当社にコンプライアンス
委員会を設置するとともに、その周知徹底と遵守の推進を図る。また、チーフ・コンプライアン
ス・オフィサー（CCO）を置き、コンプライアンス体制の構築、維持向上を積極的に推進する。
なお、コンプライアンスに関する知識を高め、企業倫理を尊重する意識を醸成するため、計画的
にコンプライアンス研修を行うこととしている。
　当社グループの従業者は、法令・定款違反、社内規定違反、企業倫理に反する行為等が行われ
ていること、または行われていることを知ったときは、職制またはコンプライアンスヘルプライ
ンを通じて当社の代表取締役に報告することにより、コンプライアンス違反に対し適切な措置を
講ずる。なお、コンプライアンスヘルプラインの通報者については、通報に基づく一切の不利益
を排除する等の通報者保護を社内規定に明記し、透明性を維持しつつ的確な対処ができる体制を
維持する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を取締役会規定、文書管理規程その他の
社内規定およびそれに関する運用管理マニュアルに従い適切に保存し、管理する。
　各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、リスクマネジメント規程を定め、同規程に
基づきリスクマネジメント委員会を設置して、顕在化しうるリスクを適切に認識し、リスクの顕
在化防止のための管理体制の維持向上を行う。

－ 18 －
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　当社の経営成績や財政状態に大きく影響を及ぼす可能性のあるリスクのうち、対応が必要なも
のを特定リスクとして指定し、それに対応する小委員会を設置し、常時当該リスクを監視すると
ともに、リスク低減やリスク回避などの具体的対策を実施する。
　リスク事象の顕在化による危機の発生あるいは発生する恐れがある場合においては、危機管理
基本マニュアルに従って危機対策本部を設置し、危機に即応した損害軽減、応急対策等の必要な
施策を実施する。なお、危機対策本部事務局は、突然急変する自然災害などの危機事象に対して
迅速に対応するために常設機関として設置される。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、職制規定に基づき職務分掌および職務権限・責任を明確化し、取締役会規定、
EXECUTIVE COMMITTEE規定、稟議規程等の意思決定ルールを整備し、適正かつ効率的に職務
が執行される体制とする。
　業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および年度計画に基づき各業
務ラインにおいてその目標達成に向けて具体策を立案し実行する。
　当社は、迅速で効率性の高い企業経営を実現するために、業務執行機能を担う執行役員制度を
採用し、意思決定・監督機能を担う監査等委員でない取締役との役割分担を明確にする。執行役
員は、要請に応じて取締役会において適宜業務報告を行うとともに、監査等委員でない取締役と
の経営情報および業務運用方針の共有化を図る。

⑤　当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、内部監査室等の機関において、当社グループの企業集団に内在する諸問題および重大
なリスクを伴う統制事項を取り上げ、グループ全体の利益の観点から協調して調査および監査を
行い、関連事業本部等所管部門と連携し企業集団における情報の共有および業務執行の適正を確
保することに努める。

⑥　子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　子会社の取締役等の職務の執行に係る重要な事項については、関係会社管理規則および協議事
項規程の定めに基づき、関連事業本部に報告あるいは協議を求める体制とする。
　監査等委員会が選定した監査等委員は、監査等委員会規則の定めにより、監査等委員会の職務
を執行するため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求めることができる。

⑦　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、当社の内部監査室等の機関の調査および監査の結果により子会社に損失の危険が発生
または予測される場合には、遅滞なく取締役会、監査等委員会および担当部門へ報告される体制
とする。

－ 19 －
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　子会社は、子会社の決裁区分を定められた協議事項規程に基づき、一定以上の重要な経営事項
の決定については、事前に当社の承認を得る体制とする。
　監査等委員会が選定した監査等委員は、監査等委員会規則の定めにより、監査等委員会の職務
を執行するため必要があるときは、子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる体制
とする。

⑧　子会社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社の職制規定に基づき、関連事業本部が子会社の経営管理全般を統括することを通
じて、子会社の業務執行を管理・監督するとともに、適宜必要な助言指導を行う体制を確保する。
　また、各子会社の経営には、その自主性を尊重しつつも、当社が定めた関係会社管理規則や協
議事項規程等の意思決定ルールの遵守を通じて、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制と
する。

⑨　監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項

　当社は、内部監査室に専従者および専門知識を有する兼務者を配置し、監査等委員の求めに応
じて、これら使用人に監査等委員の職務を補助させる。

⑩　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する
事項

　内部監査室の専従者の異動は、監査等委員会の事前の同意を必要とする。

⑪　監査等委員会による補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会を補助すべき使用人が監査等委員会の職務を行う際は、内部監査規定に従い、監
査等委員会からの指揮命令に直接服するものとする。

⑫　取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告
に関する体制

　取締役および使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実また
は当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、コンプライアンス規定に基づき、
遅滞なく監査等委員会に報告しなければならない。
　取締役および使用人は、当社の事業・組織に重大な影響を及ぼす決定および内部監査の実施結
果を遅滞なく監査等委員会に報告する。

－ 20 －
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⑬　子会社の取締役および使用人その他これらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告
をするための体制

　当社は、コンプライアンス規定に基づき、子会社の取締役および使用人その他これらの者から
以下に掲げる事項に関する報告を受けた者は、職制を通じて、関連事業本部経由で監査等委員会
に報告する体制とする。
　また、職制を通じた報告が難しい場合には、コンプライアンスヘルプラインを用いて当社の代
表取締役に報告することができる体制とする。

ア．当社および当社グループに関する重要な事項
　　　イ．当社および当社グループに損害を及ぼす恐れのある事項
　　　ウ．法令・定款等の違反事項
　　　エ．経営状況として重要な事項
　　　オ．内部監査の結果
　　　カ．上記のほか、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

⑭　当社グループの従業者その他これらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告したこ
とを理由に不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、コンプライアンス規定において、当社グループの従業者に前項に掲げた事項に係る報
告をすること（通報）を義務付けすると共に、報告したこと（通報）を理由として不利な取扱い
を行わないことを明確に定める体制とする。

⑮　監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の職務の執
行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員が、自己の職務執行に係る費用の前払い等の請求を求めたときは、担
当部門において審議の上、当該請求に係る費用あるいは債務が当該監査等委員の職務の執行
に必要と認められるものについては、速やかに処理するものとする。
　当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等を支弁するために必要な予算を毎年設ける
ものとする。

⑯　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社は、代表取締役が監査等委員と可能なかぎり会合を持つことで経営情報の共有化を深める
とともに、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換のほか、意思疎通を図る体制とする。
　監査等委員は、取締役会のほか、重要な経営事項の決定がなされる会議に出席するとともに、
業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて監査等委員でない取締役または使用人に説
明を求めることができる。
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　監査等委員会と内部監査室および会計監査人は、相互緊密に連携を保ち、定期的に情報交換を
行うなど、効率的な監査体制を確保する体制とする。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度の運用状況の概要は次のとおりです。

①　内部統制委員会を毎月開催して、当社および当社グループにおける内部統制の整備および
運用状況をモニタリングするとともに、内部監査等で指摘された課題の是正状況について進
捗管理を行いました。

②　内部統制の重要性を再認識する機会として、例年通り、全社員に対して、eラーニングに
よる内部統制研修を実施しました。

③　当社では、定期的にコンプライアンス研修を実施することを通じて、全社員のコンプライ
アンス意識の定着や高揚を図っています。当事業年度においては、企業価値を高める風土を
考えるコンプライアンス研修と職場における各種ハラスメントを予防するためのハラスメ
ント研修を実施しました。

④　当社では、景品表示法や下請法など、当社の業務に関連性の強い法律ごとに、コンプライ
アンスプログラムを策定し、定められた年間スケジュールに沿って様々な施策を実施するこ
とで、当該法律の理解度を高めるとともに、より確実に遵守するための態勢としています。
当事業年度では、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の乱用を効果的に規制する
ことを目的として、独禁法に基づく物流特殊指定コンプライアンスプログラムと、インサイ
ダー取引を未然に防ぐことを目的として、金融商品取引法に基づくインサイダー取引防止コ
ンプライアンスプログラムを策定しました。

⑤　当社製品による人的被害・重大事故発生に係る社内の報告体制を見直し、損失金額に拘わ
らず、当該事故等の発生が当日中に経営陣に伝わる仕組みを構築いたしました。

⑥　当社グループの総合力を高めるため、国内外グループ各社全体で一つのデータベースを利
用する次世代基幹システムの導入を決定し、3年以内の全面稼働を目指しています。

⑶　剰余金の配当等の決定に関する方針
①　利益配分に関する基本方針
　　当社グループは、株主の皆様に対する適切な利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けてお

ります。株主の皆様に対する配当につきましては、各会計年度の業績に応じて実施することを基
本としつつ、企業体質の強化、将来の事業展開や新商品開発を積極的に推進するための内部留保
の充実と安定的配当も念頭に入れた上で、総合的に判断し決定することとしており、現状は、
30％程度の配当性向を目処としております。

－ 22 －
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②　配当決定に関する基本方針
当社グループは、平成25年３月期より、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行う

ことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、平成24年６月28日開催の第63
回定時株主総会の決議により定款が変更され、中間配当は元より、期末配当についても取締役
会に授権されております。

上記基本方針の下、平成29年３月期の期末配当につきましては、平成28年５月13日に発表
した配当予想のとおり、１株当たり普通配当60円としますが、さらに、創業70周年を記念し
た40円の記念配当を加えた合計１株当たり100円とすることを、平成29年５月12日開催の取
締役会で決議いたしました。この結果、平成29年３月期の年間配当は、中間配当１株当たり60
円と併せて、前期と同額となる１株当たり160円となりました。

－ 23 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
〔 資  産  の  部 〕 〔 負  債  の  部 〕

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投資その他の資産

投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金

(16,835,487)
2,859,144
6,024,595
6,381,831

55,154
131,688
71,092

1,316,445
△4,465

(6,221,544)
(2,475,201)
1,302,624

144,573
192,209
792,104
20,006
23,683

(326,365)
(3,419,978)
2,702,351

844
38,052

725,245
△46,515

流 動 負 債 (8,233,236)
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,430,544
短 期 借 入 金 2,500,000
1年内返済予定の長期借入金 50,000
リ ー ス 債 務 9,401
未 払 金 1,450,359
未 払 費 用 392,335
未 払 法 人 税 等 385,726
未 払 消 費 税 等 31,450
賞 与 引 当 金 430,685
役 員 賞 与 引 当 金 52,228
商品自主回収関連損失引当金 10,955
繰 延 税 金 負 債 20,823
そ の 他 の 流 動 負 債 468,726

固 定 負 債 (2,015,837)
長 期 借 入 金 1,150,000
リ ー ス 債 務 11,738
繰 延 税 金 負 債 503,591
再評価に係る繰延税金負債 70,058
退 職 給 付 に 係 る 負 債 165,695
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 36,162
そ の 他 の 固 定 負 債 78,591
負 債 合 計 10,249,073

〔 純 資 産 の 部 〕
株 主 資 本 (10,954,421)

資 本 金 1,000,914
資 本 剰 余 金 656,774
利 益 剰 余 金 9,514,307
自 己 株 式 △217,574

その他の包括利益累計額 (1,746,672)
その他有価証券評価差額金 1,210,904
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 373,160
土 地 再 評 価 差 額 金 113,767
為 替 換 算 調 整 勘 定 48,839

新 株 予 約 権 (87,010)
非 支 配 株 主 持 分 (19,854)

純 資 産 合 計 12,807,958
資 産 合 計 23,057,032 負 債 純 資 産 合 計 23,057,032

－ 24 －
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連 結 損 益 計 算 書
(平成28年４月 1 日から

平成29年３月31日まで )
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 49,785,571
売 上 原 価 35,826,291

売 上 総 利 益 13,959,280
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,254,322

営 業 利 益 2,704,957
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 47,764
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 7,696
そ の 他 23,364 78,825

営 業 外 費 用
支 払 利 息 41,144
為 替 差 損 305,453
そ の 他 1,146 347,744
経 常 利 益 2,436,038

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,764
投 資 有 価 証 券 売 却 益 36,156 37,920

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 12,751
固 定 資 産 除 却 損 14,023
投 資 有 価 証 券 売 却 損 8,100
減 損 損 失 25,119
火 災 関 連 損 失 引 当 金 繰 入 額 65,007
商品自主回収関連損失引当金繰入額 80,000
そ の 他 7,661 212,664

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,261,294
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 786,485
法 人 税 等 調 整 額 43,697 830,183
当 期 純 利 益 1,431,111
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,092
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,428,019

－ 25 －
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連結株主資本等変動計算書
(平成28年４月 1 日から

平成29年３月31日まで )
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 1,000,914 655,400 8,529,056 △233,450 9,951,921

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △404,516 △404,516

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,428,019 1,428,019

自 己 株 式 の 取 得 △418 △418

自 己 株 式 の 処 分 1,373 16,293 17,667

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 △38,250 △38,250

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 1,373 985,251 15,875 1,002,500

平 成 2 9 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 1,000,914 656,774 9,514,307 △217,574 10,954,421

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 非支配株主
持 分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ
損　　　益

土地再評価
差　額　金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 1,140,368 △318,115 75,517 101,756 999,526 85,845 16,761 11,054,054

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △404,516

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,428,019

自 己 株 式 の 取 得 △418

自 己 株 式 の 処 分 17,667

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 △38,250

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 70,535 691,275 38,250 △52,916 747,145 1,165 3,092 751,403

連結会計年度中の変動額合計 70,535 691,275 38,250 △52,916 747,145 1,165 3,092 1,753,904

平 成 2 9 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 1,210,904 373,160 113,767 48,839 1,746,672 87,010 19,854 12,807,958

－ 26 －
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
　　連結子会社の状況

・連結子会社の数 17社
・主要な連結子会社の名称 ㈱ベネクシー

㈱ペピカ
TRIACE LIMITED（香港）
三發電器製造廠有限公司（香港）
三發電器制品(東莞)有限公司（中国）

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては連結子会社の決算日現在の
計算書類を使用しております。連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行
っております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準および評価方法

イ．有価証券
その他有価証券

・時価のあるもの 期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ 時価法
ハ．たな卸資産

・商品、製品、原材料、
仕掛品

国内向商品については、総平均法による原価法（貸借対照表価額に
ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、輸出向商品に
ついては、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、製品、原材料、仕掛品に
ついては、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
(リース資産を除く)

当社および国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は所在地国
の会計基準に基づいて、一部の子会社を除いて定額法によっており
ます。
ただし、当社および国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっておりま
す。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 2～50年
機械装置及び運搬具 2～15年
工具・器具及び備品 2～20年

－ 27 －
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ロ．無形固定資産　　　　　　　　　定額法によっております。
(リース資産を除く)　　　　　　なお､自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用しております。
ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
ハ．役員賞与引当金　　　　　　　　当社および国内連結子会社は役員賞与の支出に備えるため、支給見

込額を計上しております。
ニ．役員退職慰労引当金　　　　　　国内連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職

慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
ホ．火災関連損失引当金　　　　　　火災により、今後発生すると見込まれる損失について、合理的に見

積もられる損失額を火災関連損失引当金として計上しております。
へ．商品自主回収関連損失引当金　　商品自主回収に関する損失について、合理的に見積もられる損失額

を商品自主回収関連損失引当金として計上しております。
④　重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等
の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純
資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めて
おります。

⑤　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要

件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっており
ます。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ａ．ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建債務および外貨建予定取引

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金

－ 28 －
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ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　　デリバティブ取引に関する社内規定に基づき、外貨建の輸入および
輸出契約における為替変動リスクをヘッジするため、実需原則の範
囲内で為替予約取引を行うものとしております。また、変動金利型
の借入金における金利変動リスクをヘッジするため、当該借入金に
対応した金利スワップ取引のみを行うものとしております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法　　　上記のヘッジ方針に加え、為替予約取引についてはヘッジ対象と同
一通貨建のものを締結しており高い有効性があることから、また、
金利スワップについては特例処理の要件を満たしていることから、
有効性の評価を省略しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理　　　　当社および連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用

の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．消費税等の会計処理　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

３．追加情報
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28
日）を当連結会計年度に適用しております。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産

土地 538,820千円
建物及び構築物 874,844千円

計 1,413,664千円
　上記に対応する債務

短期借入金
長期借入金

1,825,000千円
575,000千円

計 2,400,000千円
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 1,920,838千円
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⑶　土地の再評価
当社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）および「土地の再評価に
関する法律を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行
い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

①　再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年政令第119号）
第２条第１号に定める標準地の公示価格に合理的な調整を行っ
て算定しております。

②　再評価を行った年月日 平成14年３月31日
③　再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

　　△99,665千円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,552千株 － － 2,552千株

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(千円)

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基 準 日 効力発生日

平 成 2 8 年 ５ 月 1 3 日
取 締 役 会 普通株式 261,266 110 平成28年

３月31日
平成28年
６月７日

平 成 2 8 年 1 0 月 2 8 日
取 締 役 会 普通株式 143,250 60 平成28年

９月30日
平成28年
12月１日

（注）１株当たり配当額110円には、特別配当60円が含まれております。
②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

平成29年５月12日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 238,743 100 平成29年

３月31日
平成29年
６月７日

（注）1株当たり配当額100円には、創業70周年記念配当40円が含まれております。
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⑶　当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
平成17年６月29日
取締役会決議分

平成18年６月29日
取締役会決議分

平成19年６月28日
取締役会決議分

平成20年６月27日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 当社の取締役 当社の取締役 当社の取締役 当社の取締役

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 1,000株 800株 800株 3,600株

新 株 予 約 権 の 残 高 5個 4個 4個 18個
平成17年６月29日
取締役会決議分

平成18年６月29日
取締役会決議分

平成19年６月28日
取締役会決議分

平成20年６月27日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 － － － 当社の執行役員

目 的 と な る 株 式 の 種 類 － － － 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 － － － －

新 株 予 約 権 の 残 高 － － － －
平成17年６月29日
取締役会決議分

平成18年６月29日
取締役会決議分

平成19年６月28日
取締役会決議分

平成20年６月27日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 － － － －

目 的 と な る 株 式 の 種 類 － － － －

目 的 と な る 株 式 の 数 － － － －

新 株 予 約 権 の 残 高 － － － －
平成21年６月26日
取締役会決議分

平成22年６月29日
取締役会決議分

平成23年６月29日
取締役会決議分

平成24年６月28日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 当社の取締役 当社の取締役 当社の取締役 当社の取締役

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 5,800株 3,600株 3,800株 4,600株

新 株 予 約 権 の 残 高 29個 18個 19個 23個
平成21年６月26日
取締役会決議分

平成22年６月29日
取締役会決議分

平成23年６月29日
取締役会決議分

平成24年６月28日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 当社の執行役員 当社の執行役員 当社の執行役員 当社の執行役員

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 － － － －

新 株 予 約 権 の 残 高 － － － －
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平成21年６月26日
取締役会決議分

平成22年６月29日
取締役会決議分

平成23年６月29日
取締役会決議分

平成24年６月28日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 － 当社の参与 当社の参与 当社の参与

目 的 と な る 株 式 の 種 類 － 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 － － － －

新 株 予 約 権 の 残 高 － － － －
平成25年６月27日
取締役会決議分

平成26年６月27日
取締役会決議分

平成27年６月26日
取締役会決議分

平成28年６月29日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 当社の取締役 当社の取締役 当社の取締役 当社の取締役

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 3,200株 4,200株 5,000株 4,600株

新 株 予 約 権 の 残 高 16個 21個 25個 23個
平成25年６月27日
取締役会決議分

平成26年６月27日
取締役会決議分

平成27年６月26日
取締役会決議分

平成28年６月29日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 当社の執行役員 当社の執行役員 当社の執行役員 当社の執行役員

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 － － － 800株

新 株 予 約 権 の 残 高 － － － 4個
平成25年６月27日
取締役会決議分

平成26年６月27日
取締役会決議分

平成27年６月26日
取締役会決議分

平成28年６月29日
取締役会決議分

付 与 対 象 者 の 区 分 当社の参与 当社の参与 当社の参与 当社の参与

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 400株 800株 800株 800株

新 株 予 約 権 の 残 高 2個 4個 4個 4個
（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

平成25年10月１日付で普通株式５株につき１株の株式併合を行っております。平成17年連結会計
年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して目的となる株式の数を算定しております。
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６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等の金融機関からの借入により資
金を調達しております。
　受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、当該リスクに関しては、当社の稟議
規程に従い、与信枠の見直しを実施し、取引先の信用状況を把握しております。また、投資有価証券は主
として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は主に運転資金であり、短期に関しては当座貸越による借入、長期に関しては長期固定金
利での借入を基本としており、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して
支払利息の固定化を実施しております。通貨関連のデリバティブ取引は外貨建の輸入および輸出契約にお
ける為替変動リスクをヘッジするため、実需原則の範囲内で取引を行うものとしております。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成29年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

① 現金及び預金 2,859,144 2,859,144 －

② 受取手形及び売掛金 6,024,595 6,024,595 －
③ 有価証券及び投資有価証券
            その他有価証券 2,497,175 2,497,175 －

④ 支払手形及び買掛金 (2,430,544) (2,430,544) －

⑤ 短期借入金 (2,500,000) (2,500,000) －

⑥ 未払金 (1,450,359) (1,450,359) －

⑦ 長期借入金 (1,200,000) (1,199,106) △893

⑧ デリバティブ取引 587,324 587,324 －
（※）負債で計上されているものについては、（　）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
①　現金及び預金

短期間で決済されるため､時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
②　受取手形及び売掛金

短期間で決済されるため､時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
③　有価証券及び投資有価証券

株式の時価は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格に
よっております。

④　支払手形及び買掛金
短期間で決済されるため､時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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⑤　短期借入金
短期間で決済されるため､時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑥　未払金
短期間で決済されるため､時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑦　長期借入金
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し
ております。

⑧　デリバティブ取引
通貨関連のデリバティブ取引はヘッジ会計を適用しており、外貨建予定取引は繰延ヘッジ処理をしており
ます。ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額または契約において定められた元本相当額等は、
次のとおりであります。
　通貨関連

ヘッジ会計
の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

当連結会計年度(平成29年３月31日)

契約額等
（千円）

契 約 額 等 の
う ち １ 年 超
（ 千 円 ）

時価
(千円)

原則的処理
方法

為替予約取引

　売建

マレーシアリンギッ
ト受取・円支払 　売掛金 771,484 － 6,822

　円受取・中国元支払 　未収入金 122,175 － (1,566)

　買建

　ユーロ受取・円支払 　買掛金 1,349,230 － 69,680

　米ドル受取・円支払 　買掛金 10,432,604 987,272 510,403

通貨オプション

　買建

　円受取・米ドル支払 　買掛金 802,725 － 1,984

合計 13,478,218 987,272 587,324

（注２）非上場株式等（連結貸借対照表計上額205,175千円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フロ
ーを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑵ ③ 有価証券及び
投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
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７．賃貸等不動産に関する注記
当社では、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む。）を有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性
が乏しいため注記を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 5,319円98銭
⑵　１株当たり当期純利益 598円64銭

９．退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度の概要

当社および一部の連結子会社は、確定給付型制度として、退職一時金制度を設けており、いずれの会社も
設立時より退職一時金制度を発足させておりますが、当社については、退職一時金制度に併せて、従業員
退職金要支給額の60％について平成23年５月から確定給付企業年金制度を採用しております。なお、当
社および国内連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

⑵　簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
①　期首における退職給付に係る負債 153,727千円
②　退職給付費用 60,012千円
③　退職給付の支払額 △41,526千円
④　制度への拠出額 △6,517千円
⑤　期末における退職給付に係る負債 165,695千円

⑶　退職給付債務及び年金資産と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
①　退職給付債務 335,381千円
②　年金資産 △169,686千円
③　未積立退職給付債務（①＋②） 165,695千円
④　退職給付に係る負債 165,695千円

⑷　退職給付に関連する損益
①　勤務費用 60,012千円

合計 60,012千円

１０．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
〔 資  産  の  部 〕

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
未 収 入 金
短 期 貸 付 金
前 払 費 用
デ リ バ テ ィ ブ 債 権
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
借 地 権
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
保 証 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 未 収 入 金
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金

(10,746,851)
467,976

8,701
2,964,409
1,438,206

271,363
6,007,969

30,526
461,242
13,772

△917,315
(5,918,555)
(1,498,003)

858,673
16,856
1,206

14,072
45,331

541,856
20,006

（241,879)
188,282

1,529
52,067

(4,178,673)
2,692,197
1,389,154

29,960
15,858
6,244

844
34,296
56,507

△46,390

〔 負  債  の  部 〕
流 動 負 債 (5,025,226)

買 掛 金 825,451
短 期 借 入 金 2,574,254
1年内返済予定の長期借入金 50,000
リ ー ス 債 務 9,401
未 払 金 820,918
未 払 法 人 税 等 312,804
賞 与 引 当 金 190,824
役 員 賞 与 引 当 金 45,380
デ リ バ テ ィ ブ 債 務 33,064
繰 延 税 金 負 債 23,029
そ の 他 の 流 動 負 債 140,099

固 定 負 債 (1,802,153)
長 期 借 入 金 1,150,000
リ ー ス 債 務 11,738
繰 延 税 金 負 債 480,512
再評価に係る繰延税金負債 70,058
退 職 給 付 引 当 金 85,543
そ の 他 の 固 定 負 債 4,300
負 債 合 計 6,827,379

〔 純 資 産 の 部 〕
株 主 資 本 (8,164,947)
資 本 金 (1,000,914)
資 本 剰 余 金 (656,774)

資 本 準 備 金 645,678
そ の 他 資 本 剰 余 金 11,095

利 益 剰 余 金 (6,724,832)
利 益 準 備 金 217,110
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,507,722

別 途 積 立 金 1,900,000
繰 越 利 益 剰 余 金 4,607,722

自 己 株 式 (△217,574)
評価・換算差額等 (1,586,070)

その他有価証券評価差額金 1,208,941
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 263,361
土 地 再 評 価 差 額 金 113,767

新 株 予 約 権 (87,010)
純 資 産 合 計 9,838,028

資 産 合 計 16,665,407 負 債 純 資 産 合 計 16,665,407
－ 36 －

貸借対照表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2017/05/26 17:14:40 / 16267002_株式会社三栄コーポレーション_招集通知（Ｃ）

損　益　計　算　書
(平成28年４月 1 日から

平成29年３月31日まで)
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 24,399,024
売 上 原 価 20,378,794

売 上 総 利 益 4,020,230
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,177,605

営 業 利 益 842,625
営 業 外 収 益

受 取 利 息 33,105
受 取 配 当 金 1,099,862
そ の 他 の 営 業 外 収 益 4,594 1,137,562

営 業 外 費 用
支 払 利 息 42,305
為 替 差 損 195,250
そ の 他 の 営 業 外 費 用 9 237,565
経 常 利 益 1,742,621

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,724
投 資 有 価 証 券 売 却 益 36,156 37,880

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 12,751
固 定 資 産 除 却 損 11
投 資 有 価 証 券 売 却 損 8,100 20,863

税 引 前 当 期 純 利 益 1,759,639
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 371,201
法 人 税 等 調 整 額 15,886 387,088
当 期 純 利 益 1,372,550

－ 37 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書
(平成28年４月 1 日から

平成29年３月31日まで)
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成28年４月１日　残高 1,000,914 645,678 9,722 655,400 217,110 1,900,000 3,677,940 5,795,050 △233,450 7,217,915

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △404,516 △404,516 △404,516

当 期 純 利 益 1,372,550 1,372,550 1,372,550

自己株式の取得 △418 △418

自己株式の処分 1,373 1,373 16,293 17,667

土地再評価差額
金 取 崩 額 △38,250 △38,250 △38,250

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 (純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － 1,373 1,373 － － 929,782 929,782 15,875 947,031

平成29年３月31日　残高 1,000,914 645,678 11,095 656,774 217,110 1,900,000 4,607,722 6,724,832 △217,574 8,164,947

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成28年４月１日　残高 1,138,378 △273,925 75,517 939,970 85,845 8,243,730

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △404,516

当 期 純 利 益 1,372,550

自己株式の取得 △418

自己株式の処分 17,667

土地再評価差額
金 取 崩 額 △38,250

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 (純 額 )

70,562 537,286 38,250 646,100 1,165 647,265

事業年度中の変動額合計 70,562 537,286 38,250 646,100 1,165 1,594,297

平成29年３月31日　残高 1,208,941 263,361 113,767 1,586,070 87,010 9,838,028

－ 38 －

株主資本等変動計算書
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準および評価方法
①　有価証券
子会社株式および関連会社株式　　　　移動平均法による原価法
その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。

・時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法による原価法
②　デリバティブ　　　　　　　　　　時価法
③　たな卸資産
国内向商品　　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）
輸出向商品　　　　　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産
(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50年
構築物 ６～30年
機械及び装置 ３～15年
車両及び運搬具 ６ 年
工具・器具及び備品 ２～15年

②　無形固定資産
(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

⑶　外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。

－ 39 －
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⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
③　役員賞与引当金　　　　　　　　　役員賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
④　退職給付引当金　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生し
ていると認められる額を計上しております。

⑸　ヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要

件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっており
ます。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　ａ．ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建債務および外貨建予定取引

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　　デリバティブ取引に関する社内規定に基づき、外貨建の輸入および
輸出契約における為替変動リスクをヘッジするため、実需原則の範
囲内で為替予約取引を行うものとしております。また、変動金利型
の借入金における金利変動リスクをヘッジするため、当該借入金に
対応した金利スワップ取引のみを行うものとしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　　上記のヘッジ方針に加え、為替予約取引についてはヘッジ対象と同
一通貨建のものを締結しており高い有効性があることから、また、
金利スワップについては特例処理の要件を満たしていることから、
有効性の評価を省略しております。

⑹　その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理　　　　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

－ 40 －

個別注記表
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２．会計方針の変更に関する注記
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

３．追加情報
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28
日）を当事業年度に適用しております。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産

土地 538,820千円
建物 857,987千円
構築物 16,856千円

計 1,413,664千円
上記に対応する債務

短期借入金
長期借入金

1,825,000千円
575,000千円

計 2,400,000千円
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 921,112千円
⑶　偶発債務

関係会社の金融機関との外国為替取引等に対し債務保証を行っております。
㈱L&Sコーポレーション 244,576千円
TRIACE LIMITED 144,400千円

⑷　関係会社に対する金銭債権および債務
①　短期金銭債権 6,806,476千円
②　短期金銭債務 322,013千円
③　長期金銭債権 2,465千円

－ 41 －
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⑸　土地の再評価
当社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）および「土地の再評価に
関する法律を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行
い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
①　再評価の方法　　　　　　　　　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年政令第119号）

第２条第１号に定める標準地の公示価格に合理的な調整を行って
算定しております。

②　再評価を行った年月日　　　　　　平成14年３月31日
③　再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

　　△99,665千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

①　売上高 2,428,101千円
②　仕入高 8,725,182千円
③　営業取引以外の取引高（収益） 1,096,831千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 177,797株 117株 12,400株 165,514株

（注）普通株式の自己株式数の増加117株は単元未満株式の買取りであり、減少12,400株は新株予約権
の行使であります。

－ 42 －
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７．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
貸倒引当金損金算入限度超過額 297,399千円
退職給付引当金 26,197千円
未払役員退職慰労金 1,316千円
賞与引当金 58,888千円
役員賞与引当金 14,004千円
棚卸資産評価損 8,418千円
未払事業税 18,172千円
投資有価証券評価損 13,116千円
関係会社株式評価損 84,583千円
株式報酬費用 26,642千円
その他 22,967千円

繰延税金資産小計 571,706千円
評価性引当額 △421,918千円
繰延税金資産合計 149,787千円

（繰延税金負債）
繰延ヘッジ損益 117,549千円
その他有価証券評価差額金 535,780千円
繰延税金負債合計 653,329千円
繰延税金負債の純額 △503,541千円
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動負債―繰延税金負債 △23,029千円
固定負債―繰延税金負債 △480,512千円

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

（単位：％）
法定実効税率 30.86
１．交際費等永久に損金に算入されない項目 3.35
２．受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △17.93
３．住民税均等割 0.18
４．評価性引当金の増減 4.66
５．法人税率変更による差異 0.02
６．その他 0.86
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.00

－ 43 －
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種 類 会社等の名称
資 本 金
又 は
出 資 金

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取 引 金 額

( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高
( 千 円 )役員の

兼任等
事 業 上
の 関 係

子会社 ㈱mhエンター
プライズ

40,000
千円 家電

所有
　直接
100.0

３名 商品の販売
資金の貸付

商品の販売
(注1)
資金の貸付
(注３）

1,237,961
－

売 掛 金
短期貸付金

188,952
449,701

子会社 ㈱L&Sコーポレ
ーション

90,000
千円 服飾雑貨

所有
　直接
100.0

３名 債務保証
資金の貸付

債務保証
(注2)
資金の貸付
(注３）

244,576
－

－
短期貸付金

－
2,327,650

子会社 ㈱ペピカ 100,000
千円 その他

所有
　直接
94.0
　間接
6.0

１名 資金の貸付 資金の貸付
(注３） － 短期貸付金 537,370

子会社 ㈱ベネクシー 90,000
千円 服飾雑貨

所有
　直接
100.0

２名 資金の貸付 資金の貸付
(注３） － 短期貸付金 1,895,898

子会社
ヴェーエムエ
フ ジャパン コ
ンシューマーグ
ッズ㈱

90,000
千円

家具・家
庭用品

所有
　直接
80.0

２名 資金の貸付
商品の販売
(注1)
資金の貸付
(注３）

613,657
－

売 掛 金
短期貸付金

207,039
725,000

子会社 三發電器製造廠
有限公司

25,000
千ＨＫ＄ 家電

所有
　間接
100.0

２名 商品の購入 商品の購入
(注1) 2,182,175 買 掛 金 172,493

子会社 TRIACE 
LIMITED

15,000
千ＨＫ＄

家具・家
庭用品、
服飾雑貨

所有
　直接
100.0

３名 商品の購入
債務保証

商品の購入
(注1)
債務保証
(注2)

4,993,595
144,400

買 掛 金
－

61,845
－

（注）　取引条件および取引条件の決定方針等
１．商品の販売および購入については、価格その他の取引条件は他の一般取引先と同等の条件で

行っております。
２．債務保証は、金融機関との外国為替取引等に対し、債務保証を行ったものであります。保証

料については、受領しておりません。
３．子会社に対する資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を決定しております。な

お、資金の貸付に関して、担保は受け入れておりません。
４．事業の内容には、報告セグメント別に記載しております。
５．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

－ 44 －
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９．１株当たり情報に関する注記
　⑴　１株当たり純資産額 4,084円31銭
　⑵　１株当たり当期純利益 575円39銭

１０．退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型制度として確定給付企業年金制度および退職一時金制度を採用しております。
⑵　退職給付債務に関する事項（平成29年３月31日現在）

①　退職給付債務 255,230千円
②　年金資産 △169,686千円
③　未積立退職給付債務（①＋②） 85,543千円
④　退職給付引当金 85,543千円

（注）当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
⑶　退職給付費用に関する事項（自平成28年４月１日至平成29年３月31日）

①　勤務費用 35,168千円
合計 35,168千円

１１．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 45 －
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年５月９日
株式会社　三栄コーポレーション

取　締　役　会　　 御　中
優成監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 本 間 洋 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 石 上 卓 哉 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社三栄コーポレーションの平成
28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

－ 46 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社三栄コーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。
以　上

－ 47 －
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年５月９日
株式会社　三栄コーポレーション

取　締　役　会　　 御　中
優成監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 本 間 洋 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 石 上 卓 哉 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社三栄コーポレーション
の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ

の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

－ 48 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上

－ 49 －
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監査等委員会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第68期事業年度にお
ける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとお
り報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監査計画、職務の分担

等に従い、内部監査室及びその他内部統制所管部門と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、重要な会議等における意思決定の過程及び内容、
重要な決裁書類等の内容、取締役の職務執行の状況、並びに会社の財産の状況を調査し
ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

－ 50 －

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　連結計算書類の監査結果
　会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月12日
株式会社三栄コーポレーション監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 樋 口 　 功 ㊞
監 査 等 委 員 今 井 靖 容 ㊞
監 査 等 委 員 水 上 　 洋 ㊞

　(注)　監査等委員今井靖容及び水上洋は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

以　上

－ 51 －
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株主総会参考書類

第１号議案　　監査等委員でない取締役８名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員でない取締役全員(７名)が任期満了により退任と
なります。経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、改めて、監査等委員でない
取締役８名の選任をお諮りするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
　監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりです。
(※印は新任の候補者)
候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

1

こ
小

ばやし
林

のり
敬

ゆき
幸

（昭和31年８月23日生）

昭和55年 ４ 月 当社入社

18,310株

平成15年 ６ 月 当社執行役員
平成16年 ６ 月 当社取締役
平成20年 ４ 月 当社営業本部長
平成21年 １ 月 当社常務取締役
平成22年 １ 月 当社専務取締役
平成23年 １ 月 当社代表取締役社長(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
小林敬幸氏は、昭和55年に当社に入社以来、主に海外を中心とした豊富な営業経験に加
えて、平成23年の代表取締役社長就任以降は、管理面にもバランスよく目配りするなど、
当社および当社グループの事業全般を熟知しております。幅広い視野に基づく経営戦略
を推進し、平成27年度には、当社グループ歴代第2位の連結売上高と同第1位の連結経常
利益を実現するなど、卓抜した経営手腕を発揮してきており、当社および当社グループ
のさらなる発展のため、同氏を取締役候補者といたしました。

－ 52 －

監査等委員でない取締役8名選任の件
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候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

2

むら
村

せ
瀬

 
　

つかさ
司

（昭和33年７月15日生）

昭和57年 ４ 月 当社入社

32,735株

平成23年 ６ 月 当社執行役員
当社営業本部副本部長

平成23年12月 ヴェーエムエフ　ジャパン　コンシ
ューマーグッズ㈱代表取締役会長

平成24年 ４ 月 当社家庭用品事業部長(現)
平成24年 ６ 月 当社取締役
平成25年 ４ 月 当社常務取締役(現)
平成25年 ６ 月 当社営業本部長(現)
平成27年 ４ 月 TRIACE LIMITED董事長(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
村瀬司氏は、昭和57年に当社に入社以来、長年に亘って当社グループのコア事業のひと
つである家庭用品事業に従事し、海外拠点における豊富な業務経験、中でも欧米マーケ
ットに係る高い専門的な知見を有しております。現在は、常務取締役営業本部長とし
て、営業部門全体の底上げに尽力するなど、優れた経営執行能力を発揮しております。
当社および当社グループの発展のため、同氏を取締役候補者といたしました。

3

し
清

みず
水

せい
誠

じ
二

（昭和30年10月６日生）

昭和53年 ４ 月 ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

15,500株

平成16年 ４ 月 ㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀
行）市場事務部長

平成19年 ６ 月 当社入社
当社管理本部長(現)
当社執行役員

平成20年 ６ 月 当社取締役
当社CCO(現)

平成23年 ３ 月 三栄興産㈱代表取締役社長
平成25年 ６ 月 当社常務取締役(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
清水誠二氏は、平成19年に㈱三菱東京ＵＦＪ銀行から当社に入社以来、管理本部長とし
て、当社および当社グループのコンプアライアンス経営、内部統制体制の構築・維持向
上に経営手腕を発揮しております。誠実かつ慎重な人柄の中に進取の志もあることか
ら、引き続き、当社取締役としての職責を適切に遂行できると判断して、同氏を取締役
候補者といたしました。

－ 53 －

監査等委員でない取締役8名選任の件



2017/05/26 17:14:40 / 16267002_株式会社三栄コーポレーション_招集通知（Ｃ）

候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

4

しば
柴

た
田

 
　

わたる
渉

（昭和35年９月25日生）

昭和60年 ４ 月 当社入社

14,700株

平成18年 ４ 月 三栄洋行有限公司董事長
平成19年 ６ 月 当社執行役員
平成20年 ４ 月 当社営業本部副本部長

TRIACE LIMITED董事長
平成20年 ６ 月 当社取締役(現)
平成
平成

23
24

年
年

４
２

月
月

当社経営企画室副室長
㈱ビルケンシュトックジャパン(現㈱
ベネクシー)代表取締役社長(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
柴田渉氏は、昭和60年に当社に入社以来、国内外で豊富な営業経験を積み上げた人材で、
平成20年の取締役就任に相前後して、海外の重要関係会社の社長を歴任しました。帰国
後も、国内最重要子会社を社長として牽引し、その業容拡大に大きく貢献しました。こ
うした経歴および実績に鑑み、当社取締役として、その職務を適切に遂行することがで
きると判断し、引き続き、同氏を取締役候補者といたしました。

5

さ
佐

の
野

まさ
雅

ひこ
彦

（昭和37年９月25日生）

昭和61年 ４ 月 当社入社

9,800株

平成22年 ４ 月 当社服飾雑貨事業部長(現)
平成22年 ６ 月 当社執行役員
平成23年 ４ 月 当社営業本部長補佐
平成23年 ６ 月 三曄国際貿易（上海）有限公司董事長
平成

平成
平成

24

27
28

年

年
年

10

６
７

月

月
月

㈱L&Sコーポレーション代表取締役会
長
当社取締役(現)
当社営業本部副本部長(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
佐野雅彦氏は、昭和61年に当社に入社。都合により、一時当社を離れましたが、平成13
年に再入社。当社では、一貫して当社のコア事業の一つである服飾雑貨事業に従事し、
服飾雑貨事業に係る深い識見を有していると同時に、同事業の拡大に実績を上げていま
す。さらに再入社後は、主に海外拠点において、豊富なマネジメント経験を積み上げて
きており、こうした経歴および実績に鑑み、当社取締役としての職責を適切に遂行でき
るものと判断し、引き続き、同氏を取締役候補者といたしました。

－ 54 －

監査等委員でない取締役8名選任の件
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候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

6

た
田

やま
山

けい
敬

いち
一

（昭和35年２月７日生）

昭和57年 ４ 月 ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

7,800株

平成18年 １ 月 ㈱三菱東京UFJ銀行ロンドン支店副支
店長

平成21年 ６ 月 ポーランド三菱東京UFJ銀行ジェネラ
ルマネージャー兼副頭取

平成24年 ７ 月 当社入社
当社社長室副室長

平成25年 １ 月 当社関連事業本部長補佐
平成25年 ４ 月 当社社長室長(現)
平成25年 ６ 月 当社執行役員

当社関連事業本部副本部長
平成27年 ３ 月 三栄貿易(深圳)有限公司董事長

三曄国際貿易(上海)有限公司董事長
平成
平成

27
27

年
年

４
６

月
月

当社関連事業本部長(現)
当社取締役(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
田山敬一氏は、平成24年に㈱三菱東京ＵＦＪ銀行を退職し当社に入社以来、前職におけ
る豊富な国際経験・マネジメント経験を活かしながら、当社の社長室長、関連事業本部
長として、経営企画・人事企画・広報IR・関連会社の経営管理など、広範に亘る職責を
担い、経営手腕を積極的に発揮してきております。当社および当社グループの発展のた
め、引き続き、同氏を取締役候補者といたしました。

－ 55 －

監査等委員でない取締役8名選任の件
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候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

7

※
みず
水

こし
越

まさ
雅

き
己

（昭和32年４月18日生）

昭和56年 ４ 月 住友商事㈱入社

2,300株

平成12年 ６ 月 住商オットー㈱取締役
平成16年 ６ 月 ㈱オリエンタルダイヤモンド代表取

締役社長
平成16年10月 ㈱トレセンテ代表取締役社長
平成20年12月 住商ネットスーパー㈱取締役
平成26年 ５ 月 当社入社

当社参与
平成27年 １ 月 当社営業本部長補佐(現)

平成28年 ６ 月
当社家具事業部長(現)
当社執行役員(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
水越雅己氏は、昭和56年に住友商事㈱に入社後、同社の関連会社取締役や社長職を歴任
し、平成26年に当社に入社しました。当社においては、前職における豊富なマネジメン
ト経験を背景に、事業部長として、専門外の家具事業部の立て直しに尽力し、新規事業
分野への取り組み・拡大、あるいは不良率や経費率の抑制などを通じて、同事業部の損
益改善を実現しました。経営全般に係る豊富な識見と誠実な人柄から、当社の取締役と
しての職務と責任を適切に遂行できるものと判断し、同氏を取締役候補者といたしまし
た。

－ 56 －

監査等委員でない取締役8名選任の件
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候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

8

※
てら
寺

もと
本

まさ
将

のり
憲

（昭和40年４月15日生）

平成 元 年 ４ 月 当社入社

1,200株

平成
平成

17
20

年
年

６
２

月
月

三發電器製造廠有限公司総経理
三發電器製造廠有限公司董事長

平成23年 7 月 三發電器制品(東莞)有限公司総経理
平成23年 ９ 月 三栄貿易(深圳)有限公司東莞分公司

総経理(現)
平成27年 ４ 月 三栄洋行有限公司董事長
平成27年 ５ 月 三栄貿易(深圳)有限公司総経理
平成28年 ６ 月 当社執行役員(現)

当社家電事業部副事業部長
平成29年 ４ 月 当社営業本部長補佐(現)

当社家電事業部長(現)
三發電器製造廠有限公司董事長兼総
経理(現)
三發電器制品(東莞)有限公司董事長
兼総経理(現)
三栄貿易(深圳)有限公司董事総経理
(現)

〔監査等委員でない取締役候補者とした理由〕
寺本将憲氏は、平成元年に当社に入社。当社の在中国家電製品製造現法において20有余
年に亘る勤務経験を積むなど、一貫して家電事業に従事しています。長年培ってきた家
電事業の専門的な知識に加えて、工場経営については、一から熟知しております。誠実
かつバランス感覚に優れた人材であり、経営者として、製造現法を抜本的に立て直した
実績に鑑み、当社取締役としての職務と責任を適切に遂行できるものと判断して、同氏
を取締役候補者といたしました。

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 57 －

監査等委員でない取締役8名選任の件
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第２号議案　　監査等委員である取締役３名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員(３名)が任期満了により退任と
なりますので、改めて、監査等委員である取締役３名の選任をお諮りするものであります。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。
　なお、本議案については監査等委員会の同意を得ております。

候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

1

ひ

樋
ぐち

口
 

　
いさお

功
(昭和27年６月27日生)

昭和52年 ４ 月 当社入社

16,440株

平成10年 ４ 月 当社財務部長
平成20年 ６ 月 当社執行役員
平成24年 ４ 月 当社管理本部副本部長
平成24年 ６ 月 当社取締役(現)
平成25年 ４ 月 当社内部監査室長
平成27年 ６ 月 当社常勤監査等委員(現)

〔監査等委員である取締役候補者とした理由〕
樋口功氏は、昭和52年に当社に入社。以来、一貫して財務・会計畑に従事し、財務・会
計分野の豊富な経験とともに、専門的な知識を有しております。平成24年に取締役に就
任後は、内部監査室長として監査に関する知見を得た上で、平成27年には、監査等委員
会設置会社に移行した当社の初代常勤監査等委員として、監査等委員会の活動活性化に
積極的に取り組んでおります。財務・会計の豊富な経験、専門的な知識および監査に関
する知見を背景に、引き続き、常勤の監査等委員としての職責を適切に遂行できるもの
と判断して、同氏を監査等委員である取締役候補者といたしました。

－ 58 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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候
補
者
番
号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

2

いま
今

い
井

やす
靖

ひろ
容

（昭和27年４月11日生）

昭和57年 ８ 月 公認会計士登録

0株

平成 ６ 年 ５ 月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任
監査法人)社員

平成13年 ５ 月 監査法人太田昭和センチュリー(現新
日本有限責任監査法人)代表社員

平成14年 ７ 月 日本放送協会監査責任者
平成17年 ４ 月 千葉市包括外部監査人
平成20年 ４ 月 千葉県包括外部監査人
平成26年 ７ 月 日本放送協会関連団体事業活動審査

委員会外部委員(現)
平成27年 ６ 月 ㈱J-オイルミルズ社外取締役(現)

当社社外取締役(監査等委員)(現)
〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由〕
今井靖容氏は、公認会計士として、企業会計・税務等に豊富な経験と専門的識見を有さ
れております。当社が平成27年に監査等委員会設置会社に移行した際に、初代の監査等
委員である社外取締役に就任していただき、専門的見地から的確なご意見や提言あるい
は問題点の指摘など、当社のコーポレートガバナンス態勢の向上に貢献していただいて
おります。当社のガバナンス態勢のさらなる向上のため、引き続き、同氏を監査等委員
である社外取締役候補者とさせていただきました。

3

みず
水

かみ
上

 
　

ひろし
洋

（昭和43年５月９日生）

平成 ７ 年 ４ 月 弁護士登録

0株

平成14年 ６ 月 高千穂電気㈱(現エレマテック㈱)社
外監査役(現)

平成27年 ６ 月 当社社外取締役(監査等委員)(現)
平成28年 ３ 月 GMOクラウド㈱社外取締役(監査等

委員)(現)
平成28年10月 D.A.コンソーシアムホールディング

ス㈱社外監査役(現)
〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由〕
水上洋氏は、当社が平成27年に監査等委員会設置会社に移行した際に、初代の監査等委
員である社外取締役に就任していただきました。同氏は弁護士として企業経営のコンプ
ライアンスに関する高い知見と監督能力を有されており、引き続き、豊富な経験と幅広
い知見に基づき、当社のコーポレートガバナンス態勢の向上に貢献していただけると判
断し、同氏を監査等委員である社外取締役候補者とさせていただきました。

－ 59 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．今井靖容氏および水上洋氏は社外取締役候補者であります。
３．(1)今井靖容氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士の

資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社
外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏の社外
取締役(監査等委員)としての在任期間は、本定時株主総会の時をもって２年となりま
す。

(2)水上洋氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士の資格を
有しており、法律に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として、
その職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏の社外取締役(監査等委
員)としての在任期間は、本定時株主総会の時をもって２年となります。

４．当社は今井靖容氏および水上洋氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認
された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

５．今井靖容氏および水上洋氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして
おり、独立役員として同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合、引
き続き独立役員とする予定です。

６．樋口功氏は、常勤の監査等委員候補者であります。

－ 60 －

監査等委員である取締役3名選任の件
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第３号議案　　監査等委員である取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件
当社は、当社の役員の報酬について金銭の報酬以外に、当社の株価との連動性を高め、株価上昇お

よび業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的に株式報酬型ストックオプション(新株予約権)
制度を導入しております。

取締役を対象とした導入につきましては、平成17年６月29日開催の当社第56回定時株主総会にお
いて役員退職慰労金制度に代えて株式報酬型ストックオプション制度の導入が承認され、翌平成18年
６月29日開催の当社第57回定時株主総会において会社法に基づく取締役の報酬等として新株予約権
の上限個数および金額等が承認されております。また、平成21年６月26日開催の当社第60回定時株
主総会において新株予約権の上限個数を一定の算式によって求めることとする変更が承認されました。
その後、平成27年６月26日開催の当社第66回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行
に伴い、同制度の対象者を監査等委員でない取締役とし、今日に至っております。

今般、会社への貢献度に鑑み、下記のとおり、監査等委員である取締役に対するストックオプショ
ン報酬額および内容についてお諮りするものであります。

なお、第2号議案が原案どおり承認可決されますと監査等委員である取締役は3名となります。
ストックオプションとして監査等委員である取締役に発行する新株予約権の内容は、監査等委員で

ない取締役と同様となります。

記

１．ストックオプションとしての報酬額
監査等委員である取締役に対する金銭の報酬額の別枠として、当社の監査等委員である取締役に対

して発行する新株予約権に関する報酬額を年額1千万円以内といたします。

２．監査等委員である取締役に発行する新株予約権の内容
このストックオプションとして監査等委員である取締役に発行する新株予約権の内容は次のとお

りといたします。

(1)発行する新株予約権の総数
各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の総数は、年額1千

万円の範囲内で新株予約権の発行価格(払込金額)の総額を定め、これを新株予約権付与個数算出日に
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おける新株予約権１個当たりの公正価格(ブラック・ショールズ・モデルにより算出)で除して得られ
た数(整数未満の端数は切捨て)を上限とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以
下「付与株式数」という。)は、新株予約権１個当たり200株とする。

なお、付与株式数は、新株予約権の付与日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算
式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されて
いない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後付与株式数　=　調整前付与株式数　×　株式分割または株式併合の比率

また、新株予約権の付与日後、当社が合併または会社分割を行う等、付与株式数の調整を必要とす
るやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付
与株式数の調整を行うことができる。
(3)各新株予約権と引換えに払込みを要する金銭の額　(発行価額)

新株予約権の払込金額は、新株予約権の付与日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定
される公正な評価額とする。ただし、当該払込金額に基づく付与対象者の払込債務は、新株予約権の
付与日において、新株予約権の引受けを条件に付与対象者に付与される報酬請求権(報酬額は払込債務
額と同額)をもって相殺するため、新株予約権と引換えに金銭の払込は要しない。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価値　(行使価格)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価値は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式1株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の権利行使期間

新株予約権の権利行使期間は、付与日の翌日から30年以内の範囲内で、当社取締役会において定め
る。
(6)新株予約権の行使条件

①新株予約権の付与を受けた者は、当社の取締役退任日の翌日から10日を経過する日までの期間に
限り、新株予約権を行使することができる。

②新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
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(7)新株予約権の取得事由および条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案および株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は、新株予約権を無償で取得する
ことができる。

②新株予約権が権利を行使する前に、新株予約権行使の条件に規定する条件に該当しなくなったた
め、新株予約権の行使が不可能となった場合は、当社は、当該新株予約権を無償で取得すること
ができる。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

(9)細目事項
新株予約権に関する細目事項については、当社取締役会決議により定める。

以　上
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株式会社三栄コーポレーション
第68回 定時株主総会

会場ご案内図
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